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台風１０号による被害にあわれた皆さまへ 

 

このたびの台風１０号により被害にあわれた皆さまにおかれましては、心よりお見舞い申し上げます。 

 当金庫では、台風１０号による被害にあわれた被災者の皆さまを対象に、下記のとおり災害復旧ローン

の取扱いを開始しますので、お気軽にご相談ください。 

 

記 

 

１．取 扱 期 間      令和６年９月１０日（火）～令和７年３月３１日（月） 

 

２．対 象 者      令和６年台風１０号の災害により被害を受けた方（罹災証明書不要） 

 

３．ご融資金額      ５００万円以内 

 

４．お使いみち      被災からの生活再建にかかる次の資金 

              ①住宅の補修・修繕費用      

②自動車の修理・買換費用 

③家具・家電等の修理・買換費用  

④申込人が自信用金庫から借り入れた基金保証付個人ローンの借換資金 

（借換に伴う繰上完済にかかる手数料含む） 

※①から③のいずれかと合わせた申込に限る 

 

５．ご融資期間      ３ヶ月以上１０年以内 

 

６．ご融資利率      変動金利 年１．１５０％ 

 

７．ご返済方法      元金均等返済・元利均等返済 

 

８．保      証      一般社団法人しんきん保証基金 

 

◆審査の結果ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承願います。 

◆店頭に商品概要書をご用意しております。 

◆詳しくはローンセンター（0120-877-722）までお問い合わせください。 


